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最低賃金との比較時に含めない賃金の種類

①精皆勤手当・通勤手当・家族手当

②１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）

③臨時に支払われる賃金（結婚手当など）

④時間外・休日労働及び深夜労働に対する賃金

 

 

編集・発行 高槻市街にぎわい部産業振興課 高槻市桃園町２番１号 TEL072-674-7411 (令和５年 12 月 25 日 ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最低賃金との比較方法（計算方法）について 

①時間給の場合 時間給≧最低賃金額 

②日給制の場合 日給÷１日の平均所定労働時間≧最低賃金額 

③月給制の場合 月給÷１年間における１か月平均所定労働時間≧最低賃金額 

④出来高給（請負給）の場合 
賃金算定期間（賃金締切期間）に支払われた総額÷その期間に出来高制によって

労働した総労働時間≧最低賃金額 

①～④が混在 各賃金の１時間あたりを算出し合計した額≧最低賃金額 

 

 

 

 

令和 5年 10月 1日からの大阪府最低賃金をお知らせします。 

使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。（厚生労働省） 

 
使用者も、労働者も、必ずチェックしましょう！ 

ご不明な点は、大阪府労働局 労働基準部 賃金課 

TEL：06－6９49-6502 

もしくは、最寄りの労働基準監督署にお問合せください。 

 

最低賃金制度のマスコット 

チェックマん 
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 令和３年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供

が義務化されました。改正障害者差別解消法は令和６年４月１日に施行されます。 

合理的配慮の提供とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「合理的配慮」の留意事項 

 

 

 

 

 
★障害者差別解消法の概要や障がい特性ごとの「合理的配慮の提供」に関する 

事例等を知りたい方はこちら  

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト 

  https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/ 

障害者差別解消法が変わります！ 

令和６年４月からの合理的配慮の提供が義務化されます！ 

●日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障がいのない人は簡単に 

利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動などが 

制限されてしまう場合があります。 

●このような場合には、障がいのある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。 

このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障がいのある人に対する 

「合理的配慮」の提供を求めています。 

●具体的には、 

① 行政機関等と事業者が 

② その事務・事業を行うにあたり、 

③ 個々の場面で、障がい者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に 

④ その実施に伴う負担が過重でないときに 

⑤ 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること 

とされています。 

●合理的配慮の提供にあたっては、障がいのある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を 

深め、共に対応案を検討していくことが重要です（建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の 

提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です）。 

 

「合理的配慮」は、事務・事業の目的・内容・機能に照らし、以下の３つを満たすものであることに留意する必要

があります。 

 

 

 

 

 

① 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること 

② 障がい者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること 

③ 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと 
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女性活躍を進めるために何から始めればよいか、どのように取り組めばよいか、悩んだりして

いませんか。「女性活躍推進センター」では、どのように取り組めばよいのか悩んでいる経営者や

人事労務担当者の皆さまを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主の皆さまへ 

あなたの企業の女性活躍をきめ細やかに支援します！（厚生労働省） 

検 索 
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大阪府では、奨学金を返還しながら働く若者の負担

を軽減するとともに、府内中小企業等における人材

確保・定着につなげるため、奨学金返還支援制度の

導入を支援します！ 

奨学金制度とは、経済的理由により進学をあきらめることなく、自らの能力や適性に合った進路を自由

に選択できるよう支援していく制度で、国（日本学生支援機構）のほか、大阪府育英会などが実施してい

ます。原則返還が不要な給付型と卒業後返還する貸与型があり、大学生の４９．６％（※）が何らかの奨

学金を受給しています。※大学・昼間部の場合（日本学生支援機構「令和２年度学生生活調査」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業の奨学金返還支援（代理返還）制度 

企業の皆さま、従業員を応援する本制度の活用をご検討下さい！ 

～次回の高槻ワーキングニュースは令和６年３月２５日発行予定です～ 


